
令 和 ５ 年 海 事 代 理 士 試 験 

筆記試験 模範解答 

１．憲法 

２．民法 

３．商法 

４．国土交通省設置法 

５．船員法 

６．船員職業安定法 

７．船舶職員及び小型船舶操縦者法 

８. 海上運送法 

９. 港湾運送事業法 

10. 内航海運業法 

11．港則法 

12．海上交通安全法 

13．海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 

14. 領海等における外国船舶の航行に関する法律 

15．船舶法 

16．船舶安全法 

17．船舶のトン数の測度に関する法律 

18．造船法 

19．国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等

に関する法律 

20. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 



令和５年 １．憲法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１.

(１) (２) (３) (４) (５)

権利 差別 最高機関 四年 十日

（算用数字可） （算用数字可)

２.

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

× ○ × × ○

－令和５年 １．憲法－



令和５年 ２．民法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

(１) (２) (３) (４) (５)

利害関係人 占有回収の訴え 二 十五 善良な管理者

（算用数字も可）（算用数字も可）

２．

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

○ × ○ ○ ×

－令和５年 ２．民法－



令和５年 ３．商法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

(１) (２) (３) (４) (５)

属具目録 大修繕 船舶所有者 船荷証券 共同海損

２．

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

× × ○ × ×

－令和５年 ３．商法－



令和５年 ４．国土交通省設置法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

(１) (２) (３)

ア オ イ

２．

(１) (２) (３) (４)

○ × ○ ×

３．

(１) (２) (３)

ア キ コ

－令和５年 ４．国土交通省設置法－



令和５年 ５．船員法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ

④ ⑤ ⑱

（海員） （予備船員） （港則法（昭和23年法律第174号））

エ オ カ

⑨ ⑭ ⑲

（発航前） （８） （40）

キ ク ケ

⑦ ③ ⑫

（労務管理責任者） （10） （３）

２．

(１) (２) (３) (４) (５)

× ○ × ○ ×

(６) (７) (８)

× ○ ×

３．（下記のうちから１つにつき１点)

①総トン数５トン未満の船舶

②湖、川又は港のみを航行する船舶

③政令の定める総トン数30トン未満の漁船

④①～③に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法第２条第４項に規定す

る船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボー

トその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が

認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

※順不同、３つ以上書いていたとしても、３点を上限とする。各号の内容について

模範解答通り解答することが望ましいが、部分的な内容でも正解とする。

－令和５年 ５．船員法－



令和５年 ６．船員職業安定法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ エ オ

21 18 23 13 17

（免状） （供給） （労働時間） （事業報告書） （五年）

２．

(１) (２) (３) （４） (５)

１ ３ ２ １ ３

－令和５年 ６．船員職業安定法－



令和５年 ７．船舶職員及び小型船舶操縦者法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ エ

資格 遵守事項 航行の安全 技能

オ カ キ ク

限定 海技免許 十（10） 特殊

ケ コ サ シ

小型船舶 二十（20） 薬物 正常な操縦

２．

ア イ ウ エ

一年（１年） 三月（３月） 指定医師 海技士身体検査

合格証明書

オ カ

同等以上 登録海技免状

更新講習

３．

３年６月（42月）

－令和５年 ７．船舶職員及び小型船舶操縦者法－



令和５年 ８．海上運送法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

ア イ ウ エ

保護 公共の福祉 船舶運航 十三

(１３)

オ カ キ ク

変更 軽微 拒絶 休止

(廃止)

ケ コ

廃止 許可

(休止)

－令和５年 ８．海上運送法－



令和５年 ９．港湾運送事業法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

（１） （２） （３） （４） （５）

ア ウ ウ ア エ

ア イ ウ エ オ

④ ⑪ ⑦ ⑧ ⑫

－令和５年 ９．港湾運送事業法－



令和５年 １０．内航海運業法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

ア イ ウ エ

物品 ろかい 総トン数 体制

オ カ キ ク

運航管理者 三 条件 運航計画

(３)

ケ コ

検査 湖

－令和５年 １０．内航海運業法－



令和５年 １１．港則法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ

⑥ ⑤ ⑨

２．

① ④ ⑤

３．

（１） （２） （３） （４）

１ ４ ４ １

－ 令和５年 １１．港則法 －



令和５年 １２．海上交通安全法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ エ

⑨ ④ ⑦ ⑫

２．

② ③ ⑥

３．

（１） （２） （３）

３ １ ４

－ 令和５年 １２．海上交通安全法 －



令和５年 １３．海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

解答の右方の□のみを塗りつぶすこと。

１．

ア イ ウ

1-□ 2-□ 3-□ 4-□ 1-□ 2-□ 3-□ 4-□ 1-□ 2-□ 3-□ 4-□

5-□ 6-□ 7-□ 8-□ 5-■ 6-□ 7-□ 8-□ 5-□ 6-□ 7-■ 8-□

9-□ 10-□ 11-□ 12-□ 9-□ 10-□ 11-□ 12-□ 9-□ 10-□ 11-□ 12-□

13-□ 14-□ 15-■ 13-□ 14-□ 15-□ 13-□ 14-□ 15-□

エ オ （例）

1-□ 2-□ 3-□ 4-□ 1-□ 2-■ 3-□ 4-□ 1-□ 2-□ 3-□ 4-□

5-□ 6-□ 7-□ 8-□ 5-□ 6-□ 7-□ 8-□ 5-□ 6-□ 7-□ 8-□

9-□ 10-□ 11-□ 12-■ 9-□ 10-□ 11-□ 12-□ 9-□ 10-■ 11-□ 12-□

13-□ 14-□ 15-□ 13-□ 14-□ 15-□ 13-□ 14-□ 15-□

□1234□1234□1234□1□1234□1234□1234□1234□1234□1□1234□1234□1234□

２． ３．

（１） （２） （３） （１） （２）

○-□ ○-□ ○-□ 1-□ 2-■ 3-□ 1-□ 2-□ 3-■

×-■ ×-■ ×-■ 4-□ 5-□ 4-□ 5-□

－令和５年 １３．海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律－



令和５年 １４．領海等における外国船舶の航行に関する法律 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ エ オ

⑥ ⑰ ⑫ ⑪ ④

２．

(１) (２) (３) (４) (５)

〇 〇 × × 〇

－令和５年 １４．領海等における外国船舶の航行に関する法律－



令和５年 １５．船舶法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ

会社 三分ノ二以上

(３分ノ２以上、２／３以上等)

ウ エ

航行 総トン数

オ カ

標示 船舶所有者

キ ク

二週間（２週間） 船長

ケ コ

一年（１年） 返還

２．

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

m i a p e

総トン数二十トン未満 端舟 住所 汽船 帆船

３．

(１) (２) （３） （４） （５）

× ○ ○ ○ ○

－令和５年 １５．船舶法－



令和５年 １６．船舶安全法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ

人命 施設 従業制限

エ オ カ

制限汽圧 船舶検査済票 船舶管理人

キ ク ケ

船舶借入人 改造 条件

コ

臨時

２．

(１) (２) (３)

○ ○ ×

(４) (５) (６)

○ × ×

(７) (８) (９)

○ × ○

(１０)

○

－令和５年 １６．船舶安全法－



令和５年 １７．船舶のトン数の測度に関する法律 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

ア イ ウ

6 25 10

エ オ カ

8 2 11

キ ク ケ

22 21 14

コ

16

－令和５年 １７．船舶のトン数の測度に関する法律－



令和５年 １８．造船法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ

修繕 引揚船台

ウ エ

譲り受け 拡張

オ カ

健全な発達 経理的

２．

(１) (２) (３) (４)

〇 × × 〇

－令和５年 １８．造船法－



令和５年 １９．国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ エ

旅客船 五百（５００） 船舶保安規程 船舶警報通報

オ カ キ ク

船舶指標対応 船舶保安統括者 操練 保安記録

ケ コ

定期検査 所有者

－令和５年 １９．国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律－



令和５年 ２０．船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

ア イ ウ

３ ５ １２

エ オ カ

１５ １８ ２４

キ ク ケ

２０ １１ ３２

コ

２９

－令和５年 ２０．船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律－


